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別府市上下水道局告示第４７号 

 

 

公  告 
 

 

 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６第１項及び別府市上下水道局契約事務規程（平成６年水道局管理規程第４号）

第２１条の規定に基づき公告する。 

 

令和６年１０月１０日 

 

                       別府市 

                       別府市長 長 野  恭 紘 

 

１ 競争入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務名 

   朝見浄水場運転管理等業務委託 

 ⑵ 業務委託の場所 

   別府市朝見二丁目４００２番２（朝見浄水場内） 

 ⑶ 履行期間 

   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

   ただし、契約締結日の翌日から令和７年３月３１日までの期間は習熟期間とし、現

受託者から業務全般の引継ぎを受けるものとする。なお、習熟期間にかかる費用につ

いては、受注者の負担とする。 

 ⑷ 業務の概要 

   安全、安心、安定の信頼される水道事業に資するため、運転管理等における主な業

務内容を次のとおりとする。 

  ア 浄水設備（急速凝集沈殿ろ過）の運転管理 

  イ 浄水処理過程で発生する汚泥処理設備の運転管理 

  ウ 遠方監視制御装置による場外系設備の運転管理 

  エ 朝見浄水場内の日常的な巡視及び簡易点検業務 

  オ 運転管理に必要な記録並びに日報及び月報等の作成 

  カ その他朝見浄水場の運転管理に必要な業務 

 ⑸ 予定価格 

   非公表とする。 

 ⑹ 最低制限価格 

   設定しない。 
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２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる資格要件を

すべて満たすものであること。 

 ⑴ 公告日において、別府市上下水道局（以下「当局」という。）が発注する業務委託契

約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成２２年別府市水道局告示第２８号）（以下

「入札参加審査要綱」という。）により、「上下水道施設維持管理業務」について資格

の認定を受けている者であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の規

定に基づく別府市上下水道局の入札参加制限を受けていない者であること。 

 ⑶ 公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても入札参加審査要綱第

１１条第１項に規定する資格の停止期間中又は資格の取消しになっていない者である

こと。 

 ⑷ 開札予定日以前３箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した

事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

 ⑸ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条の規程に基づ

く破産手続開始の申立て、会社更生法第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始

の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認

可が決定し又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

 ⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職者を有する団体

及びそれらの利益となる行動を行う者でないこと。 

 ⑺ 国際標準化機構（International Organization for Standardization）の定める

ISO9001、ISO14001、ISO55001 のいずれかを取得していること。 

 ⑻ 平成２６年度（契約締結日基準）以降に、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第

３条第８項に規定する水道施設（同条第２項に規定する水道事業又は同条第４項に規

定する水道用水供給事業の用に供されるものに限る。）において同条第５項に規定す

る水道事業者のうち国又は地方公共団体が発注した、履行期間が複数年の契約で、か

つ、急速凝集沈殿ろ過方式の浄水施設（単独の浄水施設において浄水処理能力が日量

４０，０００ｍ３以上に限る。）に対し本業務委託と同種の運転管理業務※を元請け(共

同企業体による履行にあっては代表者としての履行に限る。)として履行した実績（当

該入札の公告日現在、完了済みのものに限る。）を２件以上有すること。ただし、２

件目以降については浄水処理能力は日量２０，０００ｍ３以上とする。（※同種の運転

管理等業務とは、１の⑷をすべて満たすこととする。ただし、「朝見浄水場」とあるの

は受託した業務委託の場所に読替えるものとする。） 

 ⑼ 次に掲げる条件を満たす総括責任者及び副総括責任者をそれぞれ専任で配置できる

こと。 
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  ア 総括責任者 

    当該入札の公告日以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有し、浄水

施設の総括責任者又は副総括責任者として運転管理業務の実務経験を３年以上有す

ること。かつ、次に掲げる資格のいずれかを一つ以上有すること。 

   (ｱ) 水道法施行令第７条に規定する水道技術管理者の資格を有する者 

   (ｲ) 公益社団法人日本水道協会水道施設管理技士認定センターが認定する、水道

浄水施設管理技士（以下「水道浄水施設管理技士」という。）２級以上の資格を有

する者 

  イ 副総括責任者 

    当該入札の公告日以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有し、浄水

施設の運転管理業務の実務経験を２年以上有すること。かつ、次に掲げる資格のい

ずれかを一つ以上有すること。 

   (ｱ) 水道法施行令第７条に規定する水道技術管理者の資格を有する者 

   (ｲ) 水道浄水施設管理技士３級以上の資格を有する者 

 

３ 入札に関する手続等 

 ⑴ 公告等の配布 

   公告等の配布を次のとおり行う。 

   また、別府市上下水道局公式ホームページ（以下「局ＨＰ」という。）からもダウン

ロードすることができる。 

   URL：http://www.city.beppu.oita.jp/suidou/ 

  ア 配布日 

    令和６年１０月１１日（金）から令和６年１１月２８日（木）までの土曜日、日

曜日及び祝日等の休日（以下「休日」という。）を除く、午前９時から午後５時まで

とする。 

   ※ ホームページからの閲覧及びダウンロードに関しては、日時等の指定を設けな

いものとする。 

  イ 配布場所 

    「７ 事務局」とする。 

 ⑵ 公告等に関する説明会 

   公告等に関する説明会は実施しない。 

 ⑶ 施設等確認 

   施設等の現地見学会を次のとおり実施する。ただし、施設等の現地見学会は自由参

加であり必須事項ではない。なお、現地見学会において、公告、仕様書等の配布は行

わないので、入札参加者各自で用意すること。 

  ア 日時 

    令和６年１０月２２日（火）午後１時３０分から 

  イ 場所 
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    朝見浄水場（別府市朝見二丁目４００２番２） 

  ウ 現地見学会の参加受付 

   (ｱ) 受付期間 

     令和６年１０月１１日（金）から令和６年１０月２１日（月）までの休日を除

く午前９時から午後５時まで。 

   (ｲ) 提出先 

     「７ 事務局」とする。 

   (ｳ) 提出方法 

     現地見学会参加申込書【様式第７号】に記入のうえ、電子メールにて提出する

こと。電子メール送付に当たっては標題を「朝見浄水場運転管理等業務委託現地

見学会申込」とすること。 

  エ その他 

   (ｱ) 実施日時の開始時間までに本人確認ができる書類を持参すること。 

   (ｲ) 当日は、担当職員の指示に従い、各自で確認すること。 

   (ｳ) 当日は、口頭による質問は受け付けない。質問がある場合は次号⑷公告等に関

する質問の受付により質問すること。 

 ⑷ 公告等に関する質問の受付 

   公告等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

  ア 受付期間 

    令和６年１０月１１日（金）から令和６年１０月２５日（金）までの休日を除く

午前９時から午後５時までとする。 

  イ 提出場所 

    「７ 事務局」とする。 

  ウ 提出方法 

    公告等に関する質問書【様式第１号】に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子

メールにて提出すること。電子メール送信に当たっては標題を「朝見浄水場運転管

理等業務委託質問書」とすること。 

    なお、上記以外の方法（電話、ＦＡＸ、口頭、郵送等）による質問は一切受け付

けない。 

 ⑸ 公告等に対する質問への回答 

   提出された質問（類似の質問が複数ある場合は集約する。）及び質問に対する回答は、

令和６年１１月１日（金）から局ＨＰにおいて公表する。ただし、質問提出者名は公

表せず、質問者に対し個別に回答はしない。 

 ⑹ 競争入札参加申込書、参加資格確認資料（以下「申請書等」という。）の提出 

   入札参加者は次のとおり申請書等を提出すること。 

  ア 提出期間 

    令和６年１１月１日（金）から令和６年１１月２１日（木）までの休日を除く午

前９時から午後５時までとする。 
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  イ 提出先 

    「７ 事務局」とする。 

  ウ 提出書類 

   (ｱ) 競争入札参加申込書【様式第３号】 

   (ｲ) 運転管理等業務受託実績調書【様式第４号】 

    ※ 当該入札の公告日現在、運転管理等業務受託実績調書に記載した実績が確認

できる書類（契約書等の写し及び内容・規模が判断できる書類並びに発注者が

発行する履行の完了を証明する書類） 

   (ｳ) 配置予定技術者調書【様式第５号】 

    ※ 当該入札の公告日以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がわかる

もの（健康保険被保険者証の写し等）並びに資格及び実務経験を証するものを

添付すること。 

   (ｴ) 当該入札の公告日現在、２の⑺で取得している ISO 認証の証明書の写し。 

   (ｵ) 業務を履行するにあたり実施体制を確認するため履行体制表【様式第８号】を

提出すること。 

  エ 提出方法 

    持参又は郵送とし、その他の方法は一切認めない。 

    郵送の場合は受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提

出期間内に必着のこと。なお、不慮の事故等による紛失又は遅延等については一切

考慮しない。 

 ⑺ 入札参加資格審査結果の通知 

   入札参加資格審査の結果については、令和６年１１月２２日（金）までに入札参加

者に対し、入札参加資格審査結果通知書【様式第６号】により通知する。 

 ⑻ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

  ア 入札参加資格がないと認められた者は、３の⑺の通知を受けた日の翌日から起算

して７日以内に書面（様式は任意）を「７ 事務局」に持参して説明を求めること

ができるものとする。 

  イ 説明の請求に対する回答は、説明の請求を受けた日の翌日から起算して８日以内

に、書面により行う。 

 ⑼ 入札保証金 

   免除とする。 

 ⑽ 入札及び開札 

  ア 日時 

   令和６年１１月２９日（金） 午後２時 

  イ 場所 

    別府市上下水道局３階 入札室 

  ウ 提出方法 

    持参によること。 
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  エ 提出書類 

   (ｱ) 業務委託入札書【様式第９号】 

   (ｲ) 委任状【様式第１０号】 

    ※ 入札参加者の代理人が入札等を行う場合は、委任状を提出すること。 

   (ｳ) 内訳書 

    ※ 入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。様式は、指定された様式を

用い作成すること。なお、提出後の差替え、再提出又は撤回はすることができ

ない。 

  オ 入札執行回数 

    入札回数は２回を限度とし、初回の入札において落札候補者がいない場合は、直

ちに再度の入札を行う。 

    なお、再度の入札で落札者がいなかった場合は、随意契約に移行する場合がある。 

  カ 入札書の記載金額について 

   (ｱ) 入札額は、月単位の金額を見積り、当該金額に６０箇月を乗じることにより、

５年間の総計金額を算出して入札書に記載するものとする。 

   (ｲ) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の 

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

   (ｳ) 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正等によって消費税及び地方消

費税（以下「消費税等」という。）率に変動が生じた場合は、契約変更手続きを行

い、相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が

適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従

うものとする。 

  キ 入札の辞退 

    入札参加者は、入札執行に至るまでは入札を辞退することができる。本入札を辞

退する場合は、入札辞退届【様式第１１号】を提出すること。 

    なお、入札を辞退した場合に、今後、当局の行う業務等において不利益な取扱い

を受けるものではない。 

  ク 入札参加者が１者の場合の措置 

    入札参加者が１者であっても、落札者を決定する。 

  ケ 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるとき 

    落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者

にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者

のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わっ

て当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

  コ 入札の無効 
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    次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者として

いた場合には落札決定を取り消す。 

   (ｱ) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は提出書類に虚偽の記載をした者

の入札 

   (ｲ) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと

認められる者のした入札 

   (ｳ) 同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

   (ｴ) 同一の入札について２以上の入札参加者の代理人となった者のした入札 

   (ｵ) 入札金額を訂正した入札 

   (ｶ) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札 

   (ｷ) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示した者

のした入札 

   (ｸ) 申請書等及び入札書類の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを

拒否した者のした入札 

   (ｹ) 当該入札において談合情報が寄せられ、次により談合があったものと認定さ

れた場合（談合情報と落札候補者が一致している場合で、次のａからｄのいずれ

かに該当する場合）は、当該入札を無効とする。 

    ａ 当該談合情報における落札予定金額（率）（以下「落札予定金額（率）」とい

う。）が入札結果と一致している場合 

    ｂ すべての入札参加者が、入札結果と一致している場合 

    ｃ 入札結果と落札予定金額（率）との差額が僅少で、入札結果に不自然な事実

がある場合 

    ｄ その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合 

   (ｺ) 入札金額に対応した積算内訳書の提出がなかった場合 

   (ｻ) その他入札開始前の注意事項又は入札に関する条件に違反した入札 

 

４ 落札者の決定 

  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 

 

５ 契約に関する事項 

 ⑴ 契約書作成の要否 

   要とする。 

 ⑵ 契約保証金 

   契約を結ぼうとする者は、別府市上下水道局契約事務規程第５条の定めるところに

より、契約保証金を納めなければならない。 

 ⑶ 支払い条件 

   毎月払いとし、毎月の業務完了検査に合格した後に月割額を支払うものとする。 

 ⑷ 賠償責任保険 
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   契約の履行に当たっては、以下により履行期間の開始までに請負業者賠償責任保険

に必ず加入しなければならない。 

  ア 補填限度額 

   (ｱ) 対人賠償 ・被害者１名当たりの填補限度額  １億円以上 

                    ・１事故全体の填補限度額     ２億円以上 

   (ｲ) 対物賠償 ・１事故全体の填補限度額     ３千万円以上 

   (ｳ) 免責金額（自己負担額）           １０万円以内 

  イ 被保険者名  発注者、受注者、全下請負人とすること。 

  ウ 被保険者間交差責任担保特約条項を附帯すること。 

 

６ その他 

 ⑴ この公告に定めのない事項については、別府市上下水道施設運転管理等業務委託要

件設定型一般競争入札実施要領（令和６年別府市上下水道局告示第４１号）、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、別府市上下水道局契約事務規程そ

の他入札契約に関する法令等の定めるところによる。 

 ⑵ 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、入札参加審査要綱に基づく資格の停

止又は取消しを行うことがある。 

 ⑶ 契約担当者は、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに

該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。 

   この場合、当局は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の

責めを一切負わないものとする。 

  ア 入札参加審査要綱に基づく資格の停止又は取消しを受けたとき（入札参加審査要

綱に基づく資格の停止又は取消しに該当するに至った場合を含む。）。 

  イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

 ⑷ 契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、⑶のア又はイのいずれ

かに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。 

   この場合、当局は落札決定の取消に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

 ⑸ 当局は、契約締結後において、落札者が⑶のア又はイのいずれかに該当した場合、

契約の解除を行うことができるものとする。 

 ⑹ 落札者は、入札後に⑶のア又はイのいずれかに該当した場合は、当局に速やかに申

し出ること。 

 ⑺ 入札者は、入札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立て

ることはできない。 

 ⑻ その他不明な点は「７ 事務局」まで照会のこと。 

 

７ 事務局 

  本入札において、事務を担当する部局は次のとおりとする。 

  別府市上下水道局 総務課 契約資産係 
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  住 所：〒８７４－０９０３ 大分県別府市大字別府字野口原３０８８番２７ 

  電 話：０９７７－２３－３１０８ 

  E-mail：mai2-wb@city.beppu.lg.jp 

 

 


